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令和５年第９回庄内町農業委員会総会議事録 

１ 会議日程 令和５年８月２５日（金） 

 開 会 午前 ９ 時３０分 

 閉 会 午前 １０時２５分 

  

２ 会議場所 庄内町役場 Ａ棟 ４階 議場 

  

３ 出席委員の番号及び氏名（1６名） 

 １番 髙梨 美代子  

 ２番 阿部 さおり  

 ３番 秋葉  俊一  

 ４番 日下部 崇喜  

 ５番 髙橋  聡  

 7 番 石川 義則  

 ９番 日向 弘明  

 10 番 髙橋 直之  

 11 番 佐藤 吉法  

 12 番 森屋 慶一  

 13 番 日下部 美雄  

 14 番 斎藤 克行  

 15 番 髙橋 義夫  

 16 番 阿部 金一郎  

 18 番 佐藤  繁  

 19 番 若松  忠則  

  

４ 欠席委員の番号及び氏名（３名） 

 ６番 遠田  雅弘  

 ８番 海藤 喜久男  

 17 番 小野  隆  

    

５ 議長の委員番号及び氏名 

 19番 若松  忠則 （会長） 

  

６ 説明及び議事録作成のため出席した者 

 事務局長       渡部 桂一 

 次長兼農地農政係長  佐藤 良子 

 農地農政係主任    長南   恵 

 農業経営改善相談員  乙坂 茂樹 

 農林課農政企画係   富樫  庸 
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７ 会議に付した議案 

  報告第 19号 農地法第３条の３の規定による届出書の受理について (10件） 

  報告第 20号 
農地法第 18 条第６項の規定による通知書の受理につい

て 
（ 2件） 

  議案第 31号 
庄内町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

の改正に対する意見の決定について 
( 1件） 

  議案第 32号 農地法第３条の規定による許可申請について ( 1件)  

  議案第 33号 農地法第５条の規定による許可申請について ( 1件)  

    

◎開 会 （午前９時３０分） 

◎諸報告 

議長 これより令和 5年第９回庄内町農業委員会総会を開会いたします。 

議事に入る前に、事務局長から諸般の報告をさせます。 

事務局長 本日の委員の出席状況について報告します。本日は、6番 遠田雅弘委員、8

番 海藤喜久男委員、17番 小野隆委員より欠席の連絡を受けております。 

議案第 31号庄内町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正 

に対する意見の決定についてに係る説明員として、農林課農政企画係の富樫 

主任が出席しています。 

次に本日の資料について報告します。 

タブレット内に「庄内町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の 

正に対する意見に係る資料」、「農地法第 5条の規定による許可申請に係る土地

利用計画図等」、「農地パトロール調査結果」、「地域計画策定に係る農業経営

意向調査」、配布資料は、「費用弁償１期分明細」、「農協広報８月号」です。 

それでは、令和 5年第８回総会以後の行事について報告します。「行事報告 

書」をご覧ください。 

（令和 5年第８回総会後の行事経過について、配布資料に基づいて説明） 

続いて、令和 5年第９回総会後の行事予定について説明します。「行事予定

書」をご覧ください。 

（令和 5年第９回総会後の行事予定について、配布資料に基づいて説明） 

議長 諸般の報告が終わりました。 

ただ今の出席委員は１６名です。 

定足数に達しておりますので、ただ今から本日の会議を開きます。 

◎議事録署名委員の選出 

議長 最初に、議事録署名委員の選出ですが、慣例により指名させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしの声がございますので、私から議事録署名委員を指名させていただ

きます。5番 髙橋 聡 委員、7番 石川 義則 委員、両名に議事録署名委員

をお願いします。 

なお、書記には、事務局長を指名します。 

◎報告  報告第 19号の上程、説明、質疑 
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議長 報告第 19号、農地法第３条の３の規定による届出書の受理について、を議題

とします。事務局長より報告の説明をお願いします。 

事務局長 （報告第 19号の資料に基づき、報告を説明） 

詳細につきましては、佐藤次長がご説明申し上げます。 

議長 佐藤次長 

佐藤次長 （報告第 19号の資料に基づき、内容を説明） 

議長 これより質疑を行います。 

ないようですので、報告第 19号を終わります。 

◎報告  報告第 20号の上程、説明、質疑 

議長 報告第 20 号、農地法第 18 条第 6項の規定による通知書の受理について、を

議題とします。事務局長より報告の説明をお願いします。 

事務局長 （報告第 20号の資料に基づき、内容を説明） 

詳細につきましては、佐藤次長がご説明申し上げます。 

議長 佐藤次長 

佐藤次長 （報告第 20号の資料に基づき、内容を説明） 

議長 これより質疑を行います。 

ないようですので、報告第 20号を終わります。 

◎議事  議案第 31号の上程、説明、質疑 

議長 議案第 31号、庄内町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正

に対する意見の決定について、を議題とします。事務局長より議案の説明をお

願いします。 

事務局長 （議案第 31号の資料に基づき、内容を説明） 

詳細につきましては、農林課農政企画係の富樫主任がご説明申し上げます。 

議長 富樫主任 

富樫主任 （議案第 31号について資料に基づき、内容を説明） 

議長 内容説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います 

 18番 佐藤 委員 

18番 佐藤  18番 佐藤です。 

 20 ページ(3)のタイトルですが、推進の推が抜けているのではないでしょう

か。 

富樫主任  申し訳ございません。推進の推という字が抜けておりました。 

議長  よろしいでしょうか。 

他にございませんか。 

16番 阿部 委員 

16番 阿部  16番 阿部です。 

 集積事業で受けた農地に関して、町長に作付品目と面積と数量の報告を当該

年度の 3 月以内にしなければならないという事が書いてありますが、以前中間

管理事業を通して引き受けた農地に関して、中間管理事業に対して報告した経

緯はあるのですが、過去数年前から報告する必要はありませんという事に変わ

ったはずなのですが、この構想の案ではまだ引き続き町長に対してはそういっ
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た報告を求めるという内容が残っているようです。一筆ごとの作物と面積に関

しては共済台帳で確認できると思いますが、一筆ごとの生産数量に関しては把

握が困難であることから、数量に関しては報告を求めないことがよろしいので

はないかと思いました。 

 農業所得 400 万という目標を立てておりますが、世の中物価の高騰、最低賃

金が 853 円から 900 円に 10/14 から引き上げになるということで、令和 9年の

目標に向けて引き続き 400 万という数字が農業所得として目標水準として妥当

な水準なのか、5％引き上げて 420万とか 450万とかそういった方向性に所得目

標を持っていって営農累計を設定するべきではないのかと思いました。   

その辺については 5 年後の目標ではありますが、今の実態にはそぐわない低

い目標設定ではないのかと思いました。 

議長 富樫主任 

富樫主任  はい、阿部委員の質問にお答えします。 

 農用地利用集積の内容についての数量の報告についてですが、15ページのこ

とだと思いますが間違えないでしょうか。15ページ（7）の農用地利用集積の内

容を開いて頂ければと思います。こちらの⑥のイにその者が毎事業年度の終了

後 3月以内に、農地法第 6条の 2で定めるところにより、権利の設定を受けた

農用地で生産した作物やその栽培面積、生産数量など、その者が賃借権又は使

用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用状況について、町長に報告しな

ければならないことについて先程ご質問を受けたところかと思います。これに

つきましては、私が法律の関連で県に照会をかけた際も何も異論がなかったも

のですから、こちらのまま記載させていただきました。こちらにつきましては、

県ともう一度検討を重ねまして記載が必要なのか確認させていただき、記載が

必要ない場合は記載を削除させていただきたいと思います。 

 もう一点農業所得の目標について現状にあっていないのではないかという質

問ですが、こちらにつきましては 3ページの（1）に効率的かつ安定的な農業経

営体の育成・確保の欄に記載があります。こちらで設定しております年間の総

労働時間と年間の農業所得につきましては、県が設定している目標年間の総所

得に準じているものとして説明させていただきます。また現在の現状におきま

して 1 割や 5％程度上げた方がいいのではないかという意見がありましたが、

これにつきましては県も現状を把握しているかと思われますが、県の判断とし

て現状 400 万程度というのが妥当という判断で設定したかと思われます。こち

らは県に準じる形で対応させていただきたいと思います。そう言った意見があ

ったことに関しましては今回の意見書とは別で県に報告させていただこうかと

思います。以上です。 

議長 

 

 よろしいでしょうか。 

 他にございませんか。 

これより本案に対する質疑を行います 

なければ、採決したいがいかがですか。 

（異議なしの声） 

異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決いたします。 
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議案第 31号、庄内町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正に

対する意見の決定について、妥当相当の意見を町長に回答することに賛成の方、

挙手願います。 

（全員挙手）  

全員賛成により、妥当相当の意見を町長に回答することに決定いたしました。 

（富樫主任退席） 

◎議事  議案第 32号の上程、説明、質疑、採決 

議長 議案第 32 号、農地法第 3 条の規定による許可申請について、を議題としま

す。事務局長より議案の説明をお願いします。 

事務局長 （議案第 32号の資料に基づき、議案を説明） 

詳細につきましては、長南主任がご説明申し上げます。 

議長 長南主任 

長南主任 （議案第 32号の資料に基づき、内容を説明） 

議長 本案は、事前に現地調査を行っておりますので 3番 秋葉 俊一 委員より、

現地調査報告をお願いします。 

3番 秋葉 3番 秋葉です。 

農地法第 3条の規定による許可申請について、現地調査報告を行います。 

8 月 22 日に、4番 日下部 崇喜 委員と事務局の長南主任と私の 3人で現地

調査を実施しました。 

農地として適正に管理されており問題ないと見てきましたので報告いたしま

す。 

委員各位におかれまして、本案件で指摘事項等補足することがございました

ら、この場で発言をお願いしたいと思います。 

議長 内容説明と現地調査報告が終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

なければ、採決したいがいかがですか。 

（異議なしの声） 

異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決します。 

議案第 32号「農地法第３条の規定による許可申請について」許可相当とする

ことに賛成の方、挙手願います。 

（挙手全員）  

賛成全員により、許可相当とすることに決定しました。 

◎議事  議案第 33号の上程、説明、質疑、採決 

議長 議案第 33 号「農地法第 5 条の規定による許可申請について」を議題としま

す。事務局長より議案の説明をお願いします。 

事務局長 （議案第 33号の資料に基づき、議案を説明） 

詳細につきましては、長南主任がご説明申し上げます。 

議長 長南主任 

長南主任 （議案第 33号の資料に基づき、内容を説明） 

議長 本案は、事前に現地調査を行っておりますので、4 番 日下部 崇喜 委員よ

り、現地調査報告をお願いします。 
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4 番 日下部 4番 日下部です。 

農地法第 3条の規定による許可申請について、現地調査報告を行います。 

8 月 22 日に、3番 秋葉 俊一 委員と事務局長南主任と私の 3人で現地調査

を実施しました。 

先ほど説明があった通り、すでに砂利が敷かれており畑の状況を確認するこ

とが出来ませんでしたが、周りは住宅地で農地や用排水路はなく営農条件に悪

影響はないと思われることから、農地転用に問題ないと見てきましたので報告

致します。 

委員各位におかれまして、本案件で指摘事項等補足することがございました

ら、この場で発言をお願いしたいと思います。 

議長 内容説明と、現地調査報告が終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

18番 佐藤 委員 

18番 佐藤 18番 佐藤です。 

内容については理解しましたが、これは無断転用だということが明らかにな

ったのはどういう経緯なのでしょうか。 

議長 長南主任 

長南主任 この申請書は 8月 14日締切日に出てきたのですが、7月初めに●●●●さん

から相談を受けました。 

その時に既に砂利敷になっているという話しだったのですが、許可が必要な

ので作業を辞めてくださいとお話ししました。申請書とかこういう書類が必要

ですよとお渡ししたのですが、7 月の段階では申請書の提出がありませんでし

た。私もその時どのくらい進捗しているのか確認すれば良かったのですが、現

地までは確認しておりません。 

その後 8月 14日に●●●●さんが役場に来まして、その段階ではすでに全面

砂利敷が終わっていたのかと思いますが、申請書があがっていませんので困っ

たということで相談に来ました。息子さんに相談に来てくださいと●●さん経

由でお伝えいただきました。申請書が上がってくるまで時間がかかるかと思っ

たのですが、その日の午後に提出されたということです。 

議長 暫時、休憩いたします。 

議長 再開いたします。 

他にございませんか。 

16番 阿部 委員 

16番 阿部 16番 阿部です。 

ガラ置場、砂置場、瓦置場とありますが、各スペースの仕切りはどういった

考えをしているのでしょうか。 

畑のところよりも隣地境界線に関しまして一番危惧されるのが砂置場のとこ

ろで、ある程度の高さのフェンスないしはコンクリートブロックのような境が

なければ、風によって隣地の宅地の方に砂が飛ぶということが懸念されます。

そうすると予算が 37万円でどういったことに使用するのかわかりませんが、今

後転用して事業として資材置場とした場合、宅地の方との係争が危惧されるも
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のですからそのように質問させていただきます。 

議長 長南主任 

長南主任 この瓦置場、砂置場とかの境界線の区切りまではちょっと聞いておりません

が、瓦置場は瓦そのものを置くということを聞いております。 

砂置場ですが、袋に入った砂を置くということでした。 

ガラ置場については、解体で出てきたセメント瓦を置く場所ということでし

たが、砂置場、ガラ置場に関しては飛ばないように上からブルーシートをかぶ

せてブロックで押さえこむという使い方になるようです。 

議長 16番 阿部 委員 

16番 阿部 はい、わかりました。 

想像されるのはブルーシートの中に風が入って音がするということで、宅地

の方が気にされるようなことが想像されますので、しっかりとした管理をお願

いしたいということです。 

議長 他にございませんか。 

なければ、採決したいがいかがですか。 

（異議なしの声） 

異議なしの声がございます。異議がないものと認め、採決します。 

議案第 33号、農地法第 5条の規定による許可申請について、許可相当とする

ことに賛成の方、挙手願います。 

（挙手全員）  

賛成全員により、許可相当とすることに決定しました。 

議長 これをもちまして、令和5年第９回庄内町農業委員会総会を閉会いたします。 

◎閉 会  （午前 １０時２５分） 
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令和   年   月   日  

 

上記は、令和５年第９回庄内町農業委員会総会の議事録であり、その内容に相違ないことを

証するため署名する。 

 

第９回庄内町農業委員会総会  

 議  長 （番号及び氏名） 

  １９番  

    

    

    

 議事録署名委員 （番号及び氏名） 

    

  ５番  

    

  ７番  

    

 書  記  

 


